
平成 30 年２月号（第 124 号） 

（平成 30 年２月 28 日配信） 

市民文化局地域安全推進課 

ご登録ありがとうございます。 

平成 20 年１月から、市内の防犯・交通安

全情報の配信を始めました。 

市内における犯罪や交通事故の発生状況

などをお知らせし、皆様の防犯・交通安全対

策の一助となるよう内容の充実に努めて参

りますのでよろしくお願い致します。 



＊署管内数値の合計です。                 （数値は暫定値）

区 別
認 知 件 数
（Ｈ30.1 月末） 

前年同期比 (件） 増 減 率（％）

川 崎  区    １９６ ＋３０ ＋１３．３

幸 区     ６５ －４３  －３９．８

中 原 区     ８３ －５７ －４０．７

高 津 区     ６１ －３ －４．７

宮 前 区     ４８  －２１  －３０．４

多 摩 区     ７３   ＋３   ＋４．３

麻 生 区     ２７  －２８ －５０．９

総    計    ５５３ －１１９ －１７．７

【 概 要 】

川崎市内における平成３０年１月末現在の刑法犯認知件数は、

５５３件、前年同期比 －１１９件（－１７．７％）

と減少しています。

主な犯罪で減少したのは、

万引き     （   ６１件、前年同期比  －３５件）

自転車盗    （  １８０件、前年同期比  －２１件）

オートバイ盗  （   １９件、前年同期比  －１０件）

空き巣     （   １６件、前年同期比  －１０件）

などで、増加したのは、

自動販売機ねらい（   １８件、前年同期比  ＋１０件）

振り込め詐欺  （   ２９件、前年同期比   ＋９件）

などです。   

                        （数値は暫定値）



県内の犯罪発生状況（平成 30年 1 月末現在の刑法犯認知件数）

認 知 件 数
（H30．1 月末） 

前年同期比 (件） 増 減 率（％）

神 奈 川 県 ３，３１３ －９０１ －２１．４

＊数値は暫定値です。

【 概 要 】

神奈川県内における平成３０年１月末現在の刑法犯認知件数は、

３，３１３件、前年同期比－９０１件（－２１．４％）

と減少しました。

主な犯罪で減少したのは、

自転車盗    （   ７６８件、前年同期比 －１３９件）

万引き     （   ４２４件、前年同期比 －１００件）

オートバイ盗  （   １６０件、前年同期比  －８８件）

部品ねらい   （   １３０件、前年同期比  －８０件）

車上ねらい   （   １２６件、前年同期比  －６４件）

などで、増加したのは、

振り込め詐欺  （   １５６件、前年同期比  ＋７７件）

です。                    （数値は暫定値）

川崎市内の「自転車盗」の被害は今年 1 月末までに

１８０件 (前年同期比－２１件、－２０．８％)
「オートバイ盗」は 

１９件 (前年同期比－１０件、－３４．５％) 

です。 

 二つの罪種の合計は、全体(５５３件)の約３６.０％

を占めています。 

～被害防止のポイント～ 

● 自転車・オートバイは、駐輪場など決められた場所に止めましょう。

● ワイヤー錠や U 字ロックなどで二重に鍵を掛けましょう。

● 自転車は防犯登録をしましょう。

盗難にあった場合に早期発見に役立ちます。

（自転車を購入した販売店で登録できます。）



≪現在、息子(孫)を名乗る詐欺が発生中！ご注意を!≫
●「携帯電話番号が変わった」（アポ電）

●「カバンをなくした」「今すぐ現金が必要だ」

「代わりの者が取りに行く」と言う電話は詐欺！警察に連絡を！

平成30年1月末現在（暫定値）
被害件数 被　害　額

神奈川県 156件 約１億6543万円

川崎市内 29件 約5,105万円

≪最近の情勢≫  
1月中の1ヶ月間の県内における認知件数は156件､市内における認知件数は29件でした。

  昨年からの主な手口は、警察官や銀行員等を装った犯人が、キャッシュカードを自宅に取

りに来たりするというものです。 

「留守番電話」の設定をして、不審な電話には出ない 

 ようにして下さい。 

（犯人は、自分の声が録音されるのを嫌がります。） 

※「還付金を名目としただましの電話にご注意を！」 

川崎市内で、市役所や区役所の職員を装った者から、

「医療費の払い戻しがあります。近くのＡＴＭで手続き 

できますので、携帯電話を持って行ってください。」 

などと還付金等詐欺の電話が多数かけられています。 

 「市役所等では、ＡＴＭでの手続きをお願いすることはありません。」 

 「ＡＴＭを操作して、還付金を受け取ることはできません。」 

このような不審な電話には十分注意してください。 

※｢臨時給付金などの簡素な給付措置を装う詐欺や個人情報の搾取にご注意!｣ 

「市町村や厚生労働省などがＡＴＭの操作をお願いすることはありません。」 

「ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません｡」

「市町村や厚生労働省などが「臨時給付金(簡素な給付措置)」を支給するために、手数料

などの振込を求めることは絶対にありません。 

「現時点で、市町村や厚生労働省などが住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個

人情報を照会することは絶対にありません。」 



≪空き巣被害発生中です。ご注意を！≫ 

～被害防止のポイント～ 

昨年１年間の川崎市内における「空き巣」

の認知件数は、

２２７件（前年対比－８５件）

と減少しました。

さらに、本年 1 月末現在でも、

１６件（前年同期比－１０件）

と減少しています。

 侵入窃盗のうち、「空き巣」の占める割合

が最も多くなっていますので、油断は禁物で

す。

 また、「タンス預金」は、空き巣や振り込

め詐欺の被害に遭う危険があります。多額の

現金を自宅に保管しないようにして下さい。

● 戸締まりをしっかりと！

ごみ出しなど、少しの時間でも必ず戸締まりをしましょう。

● 防犯対策をしましょう！

窓ガラスを割って侵入する手口が目立っています。

サッシに補助錠を付けたり、防犯ガラスや防犯フィルムを活用しましょう。

● 留守だと悟られない工夫をしましょう！

郵便受けに新聞や郵便物を溜めないようにしましょう。

【防犯診断を受けてみませんか？】
川崎市では、家庭の防犯対策・防犯意識の向上を図るため、安全・安心まちづ

くり対策員(警察官ＯＢの経験、知識豊かな職員)が、予約を受けて一戸建て住宅や

マンション、アパートなどの共同住宅を訪問し、建物の構造や防犯設備等の状況

を診断して、防犯上の指導やアドバイスを行っています。

診断は無料です。ぜひご利用ください。

● 問い合わせ先    市民文化局地域安全推進課

          ０４４－２００－２２８４、２２８５



平成 30 年 1 月末現在 

県内  21 件 （前年比 －4件  －16.0％） 

 市内   4 件 （前年比  ±0 件 ±0.0％） 

  「まさか自分が・･」、ひったくり被害に遭われた方のほとんどが話しています。 

   被害者は、ほとんどが女性で、必ずしも、高齢者ばかりでなく、勤め先や学校か

ら帰宅途中の若い女性も被害に遭っています。 

  「自分も狙われている。」といった意識を持って、ちょっとした防犯対策を実践する

ことにより、被害に遭遇する可能性が低くなります。

≪痴漢にご注意！≫     

〔掲載担当；市民文化局地域安全推進課〕

－防犯のポイント－

 バッグ等は車道と反対側に持つ

 遠回りでも明るく広い道を利用する

 自転車の前カゴには防犯ネットをつける

 後方から近づいてくるオートバイ等には注意を払

うなど、常に警戒心を持つ

 歩きながらの携帯メールやイヤホン等は、やめる

● 「イヤホン」や「歩きスマホ」はやめましょう！

夜間、帰宅途中の女性に対する痴漢（わいせつ犯罪）が発生しています。

 特に、「イヤホン」や「歩きスマホ」の女性が狙われるケースが目立っています。

 やむを得ず一人で帰宅する際には、防犯ブザーを手にして歩くなど、警戒を

強めて下さい。



区 件 数 前年比 死者数 前年比 負傷者数 前年比

川崎区 ６２ +６ ０ ０ ７４ +８

幸 区 ４２ +１６ ２ +２ ４８ +１７

中原区 ２６ －３ ０ ０ ３４ +３

高津区 ３０ +２ ０ －１ ４３ +１１

宮前区 ４４ －１８ ２ +２ ５４ －１８

多摩区 ２３ －７ ０ －１ ２６ －７

麻生区 ３５ +７ ０ ０ ３９ －２

市内合計 ２６２ +３ ４ +２ ３１８ +１２

県内合計 ２，１１０ －４２ １８ +９ ２，５５２ －５６

速報値

● 川崎市内で平成 30 年１月中に発生した人身交通事故は、 

２６２件（前年同期比＋３件）、怪我をされた方は３１８人（＋１２人）です。 

● 交通事故により亡くなられた方は 

県内で１８人（前年同期比＋９人）、うち川崎市内は４人（＋２人）です。 

【１月中に川崎市内で発生した交通死亡事故】 

★ 1 月 ３日 幸区矢上において、バイクがトラックに追突する事故 

★ １月 ５日 宮前区有馬において、自転車の事故 

★ 1 月 17 日 宮前区南平台において、乗用車がバスに追突する事故 

★ １月31日 幸区河原町において、乗用車が標識に衝突し、はずみで標識が歩 

行者に衝突する事故 



車や自転車に乗っているときはもちろん、歩きながらの「ス

マホ」は大変危険です。過去には大きな事故も起きています。 

○ 電車との衝突事故 

○ 駅ホームでの転倒事故 

○ 人との接触事故など

■ ながらスマホをすると・・・どうなるの？ 

   歩行中の場合 

    ・画面を注視することによって、視野が狭くなる。また歩行速度が遅く

なる。 

・周囲の状況や危険を察知することが遅くなる。

車や自転車乗車中の場合 

    ・片手運転になったり、周囲の音が聞こえづらくなるなど、運転に必要

な注意力を欠く。 

・ハンドルやブレーキの操作を確実に行うことができない。

【道路交通法違反です】

マナーを守って事故を防止しましょう。 



昨今、全国的に自転車事故による高額賠償事例が増加しています。 

事故を起こさないことやルールを守ることはもちろんですが、万が一の事故に備えて、

自転車事故を補償する保険に加入することをお勧めします。 

自転車事故を補償する保険 

対象 

種類 

事故の相手 自分 
取扱い 

生命・身体 財産 生命・身体 

個人賠償責任保険 ○ ○ × 
損害保険各社など 

傷 害 保 険 × × ○ 

ＴＳマーク付帯保険 ○ × ○ 自転車安全整備店 



60 歳以上の高齢者を対象とした 

運転免許証の自主返納制度の活用を

知っていますか？運転適性相談
認知機能や身体機能の低下により、

車に不安を感じている方や、そのご家

族を対象に、安全運転の継続に必要な

助言・指導や今後の運転免許の継続に

ついての相談業務を実施しています。 

まずは、運転免許試験場またはもよ

りの警察署まで、ご連絡下さい。 



市内（平成２９年中）二輪運転中の死亡事故７件

プロテクターを着けましょう。 

二輪車死亡事故の負傷部位をみますと、その

ほとんどが、頭部と胸部です。頭部はヘルメッ

トで一定の保護がされていますが、胸部は無防

備な状態の人が多いです。 

二輪車乗車時はプロテクターを着装しまし

ょう。 



道路交通法では通常走行時の前照灯はハイビームが基本で、対向車や前走車がい

る場合は、すれ違い用前照灯（ロービーム）に切り替えるよう定めています。

つまり、対向車や前走車の眩惑などを防止する場合などのほかは、ハイビームで走

行することが基本となります。 

ロービームですと前方４０メートルとなり、ハイビームの半分以下の距離しか照らすこ

とができません。 

照らす距離の差は、道路上の障害物や何らかの危険を発見する早さの違いに直結

します。また、歩行者も車の接近に早く気が付くことができるメリットがあります。 

明るく対向車が多い市街地では、状況に応じてロービームに切り替えるなど、前照灯

を正しく使用して、交通事故を防止しましょう！！



★ たとえ一瞬でも、車から早く発見されることで、事故の危険を

未然に回避したり、万一事故になった場合にも怪我の程度が軽く

済むことが期待できます。 

  今の時期は夜の時間が長いので、外出の際はぜひ反射材を活用

してください！！ 

暗いため、昼間に比べて、いろいろな

ものが見えづらくなるので「見落とし」

が起こりやすくなります。 

また、速度感覚は、「景色の流れ方」

と深く関係しているため、昼間より速度

が出ていても気づきにくくなります。 

こんなにも 

見え方が 

違います！

車・自転車の方は… 

★ 早めのライト点灯により、運転に必要な情報を見落とす危険を

低減させることができます。また、自己の車両の存在を周囲に 

知らせることができるので、事故の未然防止にも役立ちます。 



自分がいくら注意していても、交通事故に遭わないという保証は 

ありません。不幸にして交通事故に巻き込まれますと、思いがけな 

い出費や相手方との示談交渉など、いろいろ面倒なことに追われる 

一方で、基礎的な法律知識などがないために、不利な条件で解決を 

強いられることも少なくないようです。 

市では、高津区役所内に交通事故相談所を常設し、専門の相談員

が交通事故に関する相談に応じています。 

相談は無料です。電話での相談も受け付けています。 

● 相談所の所在地 

高津区役所（地域振興課内）… 高津区下作延２－８－１ 

● 電話番号 

０４４－８６１－３１４１ 

● 相談日・・（専門の相談員が対応～予約不要） 

月曜日から金曜日までの毎日（休日、12/29～１/３を除く） 

● 受付時間 

午前１０時から正午まで 及び 午後１時から午後４時まで 

～ 専門相談員による交通事故相談所のホームページ ～ 

http://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000044898.html

相 談 窓 口 等 

≪弁護士による交通事故相談（無料）も実施しています！≫

○ 相談所の所在地

中原区役所（地域振興課内）・・中原区小杉町３－２４５

○ 相談日（予約制）

毎月第３火曜日（祝日を除く）午後１時から午後４時まで

（１人３０分以内、６人まで）

○ 予約方法

電話予約となります。（サンキューコールかわさき）

電話 ０４４－２００－３９３９（先着順）

【掲載担当：川崎市 市民文化局 地域安全推進課 交通安全係】 




